
Title 京都議定書遵守による国際的産業構造変化と炭素リー
ケージ : 動学的応用一般均衡モデルによる分析

Author(s) 爲近, 英恵; 伴, 金美

Citation 大阪大学経済学. 2006, 55(4), p. 91-105

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/15289

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



１．はじめに

気候変動に関する国際連合枠組み条約第３回

締約国会議（京都会議，１９９７）で附属書 B締

約国４（先進国・移行経済国を含む）における

温室効果ガスの排出削減目標が設定された。こ

れによれば，附属書 B締約国は第１約束期間

の２００８年から２０１２年の温室効果ガス排出量を

１９９０年レベルから平均５．２％削減することにな

る。しかし，京都議定書を批准した附属書 B

締約国（以下，「附属書 B締約批准国」とい

う）のみが二酸化炭素削減対策を講じることか

ら，附属書 B締約批准国において相当量の排

出削減がされても，発展途上国の二酸化炭素排

出量が増加するという影響（以下，「炭素リー

ケージ」という）が懸念されている。特に，米

国が離脱した京都議定書の枠組みでは，米国へ

の炭素リーケージが生じる可能性も考えられ，

炭素リーケージの値が大きければ，京都議定書

の有効性は低いものになる。

Jean−Marc Burniaux and Joaquim Olivera Martins

（２０００）は，一国あるいは一部の国のグループ

が二酸化炭素排出量の削減を行った場合，環境

効率性に問題が生じることを指摘している。そ
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京都議定書遵守による国際的産業構造変化と炭素リーケージ１

－動学的応用一般均衡モデルによる分析－

爲 近 英 恵２・伴 金 美３

要 旨

本論文は，動学的応用一般均衡モデルを用い，京都議定書の遵守が世界経済に及ぼす影響を国際的な
産業構造の変化に焦点を合わせて分析し，その結果として炭素リーケージがどの程度生じるのかを明ら
かにする。本論文の分析の特徴は，米国とオーストラリアの京都議定書からの離脱を前提としているこ
とである。なお，二酸化炭素排出量を削減する方法としては，削減義務を負う各国が単独で削減を行う
場合と削減義務を負う国同士で排出権取引を行う場合の２つがあり，これを比較する。分析結果によれ
ば，削減国におけるエネルギー集約産業の生産量は，単独で削減する場合は最大２０％減少し，排出権取
引を行う場合は最大８％程度減少する。その結果，炭素リーケージは，単独で削減する場合は５３％であ
り，排出権取引を行う場合は２７％となる。排出権取引を行うことで削減国の負担は緩和されるので産業
移転と炭素リーケージは縮小する。なお，単独で削減する場合も排出権取引を行う場合も，炭素リー
ケージは先行研究と比較して大きいが，これは本論文では米国を非削減国として扱っていることによる
ものである。さらに，米国への産業移転と炭素リーケージが大きな比重を占めることが示される。

JEL classification:C６８，Q５０
キーワード：応用一般均衡モデル，京都議定書，産業構造変化，炭素削減，炭素リーケージ
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の原因として，第一に，特定の諸国での排出量

の削減にとどまるので，世界全体の二酸化炭素

排出量からすれば，その影響が小さくなる可能

性がある。第二に，削減を行わない諸国で二酸

化炭素排出量が増加することで，世界全体の二

酸化炭素排出量の減少量が小さくなる可能性が

ある。第三に，炭素リーケージは，排出規制の

ない国の産業が炭素税を支払わなければならな

い国に対して競争的優位をもつ「ただ乗り」効

果を生み出し，排出削減の協定に参加しないイ

ンセンティブを生む。

Burniaux and Martins（２０００）と天野（１９９７）

によると，炭素リーケージはエネルギー市場と

非エネルギー市場の両チャネルを通じて生じ

る。すなわち，エネルギー市場では削減を行う

国の化石燃料需要量の減少により世界の化石燃

料価格が低下する。これにより削減を行わない

国での化石燃料需要量が増大する。また，エネ

ルギー価格の低下はエネルギー輸出国の交易条

件（輸出価格／輸入価格）を不利化し，エネル

ギー輸入国の交易条件を有利化するので，国際

規模の所得再分配が起こる。

さらに，非エネルギー市場では，エネルギー

集約財の生産拠点が削減を行わない地域へ移転

するという「貿易転換効果」が生じる。つま

り，削減を行う国ではエネルギー価格の上昇に

伴いエネルギー集約財の生産コストが上昇す

る。このため削減を行わない国へ生産拠点が移

転するので，削減を行う国のエネルギー集約産

業は国際市場でのシェアを失う。

本論文は，応用一般均衡モデルである

GTAP−EGモデル（Rutherford and Paltsev, 2000）

を用いて，附属書 B締約批准国が京都議定書

を遵守した際に京都議定書が各国経済に及ぼす

影響を国際間の産業配置の変化と炭素リーケー

ジに焦点を当てて動学的に分析を行う。ここで

は，第１約束期間を含む２００６年から２０１５年にお

いて，各国が単独で削減を行うケースと削減国

間で排出権取引を行うことで限界削減費用を均

等化するケースの２つについて分析する。

本論文の主要結論は以下のとおりである。単

独で削減する場合，削減国のエネルギー集約産

業の生産量は最大２０％減少し，炭素リーケージ

は５３％に達する。これに対して，削減国間で排

出権取引を行う場合，削減国のエネルギー集約

産業の生産量は最大８％減少し，炭素リーケー

ジは２７％にとどまる。すなわち，排出権取引を

行うことで限界削減費用を低下させることが可

能となり，その結果，産業移転や炭素リーケー

ジがともに軽減されることが分かる。さらに，

より重要な事実として，附属書 B締約離脱国

である米国への産業移転や炭素リーケージが大

きいことが明らかにされる。

炭素リーケージを評価する応用一般均衡モデ

ルを用いた分析はこれまでにも多く行われてい

る。Light et al.（１９９９）は GTAPモデルを用い

て，石炭市場の統合度に焦点をあてた分析をし

ている。ここでは，附属書 B締約国が単独で

削減を行う場合（排出権取引は行わない）の炭

素リーケージが，各国の石炭財が国際石炭市場

において完全代替であるときは４０％（２０１０

年），不完全代替であるときは２０％（２０１０年）

と 試 算 し て い る。Bollen et al.（１９９９）は，

WorldScanモデルを用いて，エネルギー効率革

新が標準的に向上する場合と急速に起こる場合

の２ケースについてリーケージを試算してい

る。これによると，エネルギー効率が標準的に

向上するケースにおいて，附属書 B締約国が

単独で削減を行う場合の炭素リーケージが２０％

（２０１０年），附属書 B締約国間で排出権取引を

行う場合の炭素リーケージが１９％（２０１０年）で

ある。また，Manne A. et al.（１９９８）は，Merage

３．０を用いて，炭素リーケージの大きさを見積

もったが，附属書 B締約国が単独で削減を行

う場合，炭素リーケージは２０％５（２０１０年）で

ある。さらに，Babiker and Jacoby（１９９９）は，

５ Jean−Marc Burniaux and Joaquim Olivera Martinsが
Manne and Richel（１９９８）の論文に掲載されている figure
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EPPA−GTAPを用いて，京都議定書が経済に与

える影響についての分析を行った。Babiker等

の分析するところでは，附属書 B締約国では

生産コストの上昇に伴い，エネルギー集約産業

が途上国へ移転する。これを受けて，産業が移

転することで利益を受ける途上国もあるが，附

属書 B締約国が輸出国として大きなシェアを

占めていた途上国では損失を被る。そして，附

属書 B締約国が単独に削減を行った場合，そ

の炭素リーケージは６％（２０１０年）になる。

McKibbin et al.（１９９９）も，国際貿易のシス

テムと資本移動に焦点をあて，京都議定書が経

済に与える影響について G−Cubedを用いた定

量分析を行っている。炭素リーケージは，附属

書 B締約国が単独で削減を行うケースが

６％，附属書 B締約国間で排出権取引を行っ

た場合が７％，附属書 B締約国間で排出権取

引を行うが取引量に制限を設けたケース

（Double Umbrellaもしくは Double Bubble）が

６％（それぞれ２０１０年の値）という試算がなさ

れている。

ところで，上記のいずれの先行研究において

も，二酸化炭素排出量の削減国に京都議定書か

ら離脱した米国とオーストラリアが含まれてい

る。しかし，米国とオーストラリアは現在発効

している京都議定書を批准しておらず，排出削

減を行わない。そこで，本論文では米国とオー

ストラリアを非削減国として扱い，シミュレー

ションを行っている。米国が削減を行わない枠

組みにおいては炭素リーケージは大きくなり，

削減国が排出権取引なしの単独で削減する場合

が５３％，排出権取引を行う場合が２７％である。

米国への炭素リーケージが生じることで，先行

研究の炭素リーケージと比較して大きくなる。

本論文の構成は次のとおりである。つづく２

章では，分析に用いるモデルについて言及し，

３章でシミュレーションの諸結果の考察を行

う。最後に，４章で結論・まとめを述べる。

２．Dynamic GTAP ー EGモデル

本論文の分析に用いるモデルは，動学的応用

一般均衡モデルとして知られる GTAP−EG

（Rutherford and Paltsev, 2000）に基づいてい

る。GTAP−EGモデルとは，米国コロラド大学

の Rutherford教授が，GTAPデー タ６７を 基 本

に，国際エネルギー機関（IEA）の作成した化

石燃料などのエネルギーデータと二酸化炭素排

出量データを統合し，新たなデータを作成し，

それをベンチマークデータとして作成した

Forward-looking型の動学的応用一般均衡モデ

ルである。

GTAP−EGモデルにおける財と要素のフロー

を表したものが図１である。モデルでは，各

国・地域ごとに，企業と家計の２つの取引主体

の存在が仮定されている。GTAP−EGでは，家

計と政府は統合され地域家計という広義の取引

６．１より推定した値を用いた。Carbon Emission
Leakages: A General Equilibrium View（２０００）を参照。

６ 米国パデュー大学の T. Hertel教授グループが中心に
作成した国際的な産業・貿易取引データをまとめた
データベースであり，応用一般均衡モデルとして広
く用いられる。

７ 本論文の GTAP−EGモデルでは，基準年データとし
て GTAP. version 5, IEAの９５年のエネルギーデータと
二酸化炭素排出量データを使用している。

図１ GTAP-EGモデルにおける財と要素のフロー
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主体として表される。したがって，政府は税を

徴収する主体であるが，税収は家計に一括して

移転される。家計は予算制約のもと効用を最大

化するように消費と投資を決定するが，消費と

貯蓄には政府消費と政府貯蓄が含まれる。

家計は生産要素である労働と資本を企業部門

に供給し，対価として所得を得る。この所得に

政府から一括して移転された税収を加えたもの

が家計の予算制約である。所得と税収から地域

家計所得が決まり，消費と貯蓄に配分される。

なお，貯蓄はラムゼイ型動学的最適行動に基づ

いて決定される。モデルでは，労働は国・地域

内でのみ移動可能であり，資本は国際間で移動

可能であると仮定されている。したがって，賃

金は各国で異なるが資本収益率は世界共通であ

る。

企業は規模に関して収穫一定の技術を持ち，

生産量を所与として中間投入と生産要素投入を

費用最小化原理に基づいて決定する。生産され

る財には化石燃料（石炭，石油，天然ガス）と

非化石燃料（電力，石油精製を含む）があり，

その生産方法は異なる。

各国は財の貿易を通して世界経済と関係して

いる。なお，各国で生産された財は同質ではな

く，不完全に代替する財であると仮定されてい

る（Armington, 1989）。したがって，財の貿易

は国間のフローとして表される。

GTAP−EGモデルにおいて生産構造は，以下

の化石燃料生産と非化石燃料生産の２構造であ

る。

化石燃料生産には，石炭，天然ガス，石油の

生産が含まれる（図２参照のこと）。化石燃料

生産の構造は２段階からなる。まず，労働と中

間投入財（アーミントン集計済）がレオンチェ

フ型関数で合成され，これと資本が CES型関

数に従って統合し生産が行われる。資本と資本

以外の合成の代替弾力性（s:esub_es）は，資本

投入量のシェアの大きさ，地域・産業により

各々異なる。

非化石燃料生産（電力と石油精製を含む）の

生産構造は多段複合型である（図３参照のこ

と）。まず，各化石燃料と排出権（もしくは炭

素税）がレオンチェフ型関数で集計される。次

に，化石燃料のうち，石油と天然ガスが CES

型関数で結合され，さらに石炭と CES型で結

合され，最後に，電力と CES型生産関数で合

成され，エネルギーとなる。一方，資本と労働

はコブ・ダグラス型関数で合成されて付加価値

を形成する。付加価値とエネルギーは CES型

関数で結合され，さらに，非エネルギー中間財

と CES型関数で結合されて，非化石燃料生産

は行われる。

家計の最終需要は附属資料における図４に示

されるような効用関数の構造に基づいて決定さ

注）右かたの数値は弾性値である。

図２ 化石燃料生産
注）右かたの数値は弾性値である。

図３ 非化石燃料生産
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れる。効用関数は多段であり，化石燃料につい

ては各化石燃料と排出権（もしくは炭素税）が

レオンチェフ型関数で結合され，これと電力と

がコブ・ダグラス型関数で結合されている。一

方，非エネルギー財もコブ・ダグラス型関数で

結合される。最後に，エネルギー財と非エネル

ギー財が CES型関数で結合されている。

GTAP−EGモデルでは，国内財と輸入財は不

完全代替，すなわち異なる財としてあつかわれ

るアーミントンの仮定が用いられる。したがっ

て，最終需要，あるいは，中間投入財が与えら

れると，それが国内財と輸入財に振り分けられ

るようになっている。国内財・輸入財代替弾力

性を４，輸入国間の代替弾力性を８と仮定す

る。各地域からの輸入は輸送サービスを要す

る。国際輸送は各地域における国内マーケット

で提供されるコブ・ダグラス型複合財であると

仮定されている（図５参照のこと）。

本論文の動学的モデルは，無限期間生存する

代表的家計を仮定しているが，モデルを数値的

に解くために最終期を設定する必要がある。そ

こで，最終期においては投資の成長率と総生産

量の成長率が等しくなるという終端条件をお

く８。

本論文では，世界の地域・国の区分を１０地域

に集計している。まず，削減国については，批

准国である日本，カナダ・ニュージーランド，

拡大 EUと旧ソ連の４地域である。京都議定書

附属書 B締約離脱国の影響を見るために，米

国とオーストラリアはそれぞれ単独の一国とし

て扱う。非附属書Ⅰ締約国の区分については，

二酸化炭素排出量の増大が見込まれる中国，イ

ンドをそれぞれ単独の一国として扱うととも

に，経済成長が著しい NIEsと ASEANを東ア

ジアとして集計して扱っている。国・地域の区

分は表１でまとめてある。

産業は１２産業に集計する。なお，二酸化炭素

の発生源であるエネルギー産業は，化石燃料産

業の石炭，石油，天然ガス，エネルギー生産産

業の石油精製，電力で，GTAP−EG内の区分を

そのまま採用する。非エネルギー産業のうちエ

ネルギー集約産業への影響は詳細に見る必要が

あるので，鉄鋼業と化学，その他製造業の３産

業に集計する。エネルギー資源の消費が多い運

送業も単独で扱う。そのほかの非エネルギー産

業には，農業，機械，サービスがある。産業の

区分は表２に示す。

批准国が２００６年から二酸化炭素排出量削減を

開始し９，２００８年以後は京都レベル１０に安定させ

るという京都議定書シミュレーションについて

８ 終端条件の与え方については，M. I. Lau, A. Phlke and
T.F. Rutherford (2002), Approximating infinite−horizon
models in a complementarity format: A primer in dynamic
general equilibrium analysis, Journal of Economics
Dynamics and Control 26, 577−609.

９ ２００６年，２００７年の排出量目標値を次のように与え
る。例えば，２００６年の場合，「２００５年基準ケースの排
出量＋（京都目標値－２００５年基準ケースの排出量）
×（２００６－２００５）／３」が削減目標値になる。

１０京都レベルとは京都議定書で定められた各国の削減
目標値である。

注）右かたの数値は弾性値である。

図４ 最終需要

注）右かたの数値は弾性値である。

図５ アーミントン集計
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考察する。以下，３つのシナリオ，

! 基準ケース 京都議定書が発効され

ないケース（批准国は

二酸化炭素排出量削減

を行わない）。

" 排出権取引なし 批准国が各々の京都目

標を達成する政策とし

て国内炭素税を適用す

る。

# 排出権取引あり 批准国間で排出権取引

を行う，つまり各国の

限界削減費用は等しく

なる。

についてシミュレーションを行う。批准国とは

日本，カナダ・ニュージーランド，拡大 EU，

旧ソ連である。なお，２０１２年以降は“Kyoto

Forever”１１を適用し，１２年以降の二酸化炭素排

出量を京都レベルに安定させるものとする。両

シナリオの炭素税もしくは排出権売却による歳

入は各地域の代表的個人に一括交付されるもの

とする。

各国の排出削減目標値は京都議定書に従うも

のとし，マラケシュ合意の森林シンクを考慮す

る。以下の表３に１９９５年を基準年とした各国の

排出枠を示す。

基準ケースの二酸化炭素排出量は，１９９５年か

ら２００２年までは実績値を考慮し，２００３年から

２０１５年まではWorld Energy Outlook，２００４．の予

測に準拠する。

１１ Kyoto Foreverとは，京都議定書で附属書Ⅰ締約国に
設定された目標が２１世紀中は継続されるとするシナ
リオである。

表１ 国・地域の区分

国・地域
国・地域名 略号 GTAP−EGモデルにおける国・地域

１．日本＊ JPN 日本
２．カナダ・ニュージーランド＊ CAZ カナダ，ニュージーランド
３．拡大 EU＊ EEU EU１５，その他 EFTA，中央ヨーロッパ諸国
４．旧ソ連＊ FSU 旧ソビエト連邦

５．中国 CHN 中国
６．東アジア EAS 韓国，台湾，香港，インドネシア，マレーシア，フィリピン，シン

ガポール，タイ，ヴェトナム
７．インド IND インド
８．オーストラリア＊ AUS オーストラリア
９．米国＊ USA 米国
１０．その他地域 ROW その他の国

注）＊は附属書 B締約国，破線より上の４国あるいは地域が批准国

表２ 産業の区分

産業
産業名 GTAP−EGモデルにおける産業

１．石炭 石炭
２．石油 石油
３．天然ガス 天然ガス
４．石油精製 石油精製
５．電力 電力，熱
６．農業 農業，食料品
７．鉄鋼業 鉄鋼業
８．化学 化学
９．機械 運送機器，その他機械産業
１０．その他製造業 鉱業，非金属鉱物，パルプ・

紙ほか，木材・木材製品，繊
維・皮革製品，非鉄金属

１１．輸送業 空輸，貿易・運輸
１２．サービス 建設業，住宅賃貸料，広告，

その他サービス（民間・政府）
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シミュレーション!では排出権取引を行う
が，旧ソ連のホットエア１２１３の量が削減国の排

出削減総量を上回ったため，排出権市場の需給

均衡条件が満たされない。そこで，シミュレー

ション!については，新たに旧ソ連の排出枠を
設定する。以下の表４に旧ソ連の排出枠を示

す。

なお，シミュレーションによる計算は１９９５年

から２０１５年の２０年間を解いている。

３．シミュレーション結果

京都議定書が各国に与える影響について考察

する。考察を行う項目は，限界削減費用（３－

１節），炭素排出量（３－２節），炭素リーケー

ジ（３－３節），産業構造の変化（３－４節），

実質 GDP（３－５節）である。

３－１ 限界削減費用

削減国が排出権取引なしの単独で削減を行う

場合，日本の限界削減費用が最も高く２１１ドル

／炭素トンであり，次いでカナダ・ニュージー

ランド１０８ドル／炭素トン，拡大 EU６９ドル／

炭素トンと続く。このように，各国の限界削減

費用にばらつきがある１つの要因として各国の

削減率の違いがあげられる。本論文の場合，標

準シナリオからの削減比率は２０１０年時点で，日

本－２４％，カナダ・ニュージーランド－４０％，

拡大 EU－１５％である。

ただ，日本の削減率はカナダ・ニュージーラ

ンドより低いにも関わらず，限界削減費用はカ

ナダ・ニュージーランドの約２倍と高い。日本

の限界削減費用がカナダ・ニュージーランドよ

り高くなる理由として，両国のエネルギー組成

の相違がある。カナダの場合，安価である水力

の占める割合が１２％と高く，水力発電の増加に

よる二酸化炭素排出量削減の余地が高い。一

方，日本では，エネルギー集約産業のなかで

は，削減の切り札といわれる原子力の増設が困

難な状況にある。したがって，日本は電力部門

よりも，限界削減費用が相対的に高くなる鉄鋼

などのその他のエネルギー集約産業で削減せざ

るをえない。これらの結果により，日本の二酸

化炭素の限界的な削減は高くなっている。

旧ソ連の限界削減費用はシミュレーション期

間を通じて０ドルとなる。これは，９０年代の経

済の後退と産業改革により，基準ケースの排出

量レベルが１９９０年レベルより大きく下回ったか

らである。つまり，旧ソ連はホットエアの恩恵

を大きく受けることがわかる。

削減国間で排出権取引を行うシミュレーショ

ンケースでは，各国の限界削減費用がすべて等

しくなるように排出権価格が決定され，価格は

１２京都議定書で定められた温室効果ガス削減目標に対
し，経済活動の低迷などの理由により二酸化炭素の
排出量が減少していて，相当の余裕をもって目標を
達成することが見込まれる国の達成余剰分のこと。

１３本論文においては，批准国のうちホットエアを所有
している国・地域は旧ソ連のみである。実際には英
国やドイツ，東欧諸国にもホットエアは存在する
が，拡大 EUとして集計するため，拡大 EU全体とし
てホットエアはないものとして扱う。

表３ 各国の排出枠（１９９５年基準）

日本 基準年の９１．４％ （８．６％削減）
カナダ・

ニュージーランド 基準年の９８％ （２％削減）

拡大 EU 基準年の９６％ （４％削減）

旧ソ連 基準年の１４２．７％（－４２．７％削減）

表４ 旧ソ連の排出枠（１９９５年基準）

２００６ １．０００
２００７ １．１００
２００８ １．１５０
２００９ １．２００
２０１０ １．２５０
２０１１ １．３００
２０１２ １．３５０
２０１３ １．４００
２０１４ １．４２７
２０１５ １．４２７
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２－１３ドル程度に収まる。排出権取引なしの

ケースのときの各国の限界削減費用の差が大き

いということが示されたが，これより排出権取

引を行うことで，日本，カナダ・ニュージーラ

ンドや拡大 EUは削減費用を大幅に低下させる

ことができる。これらの各国が単独で削減を行

う場合と排出権取引を行う場合の限界削減費用

の比較を図６に表す。

３－２ 炭素排出量

削減国が排出権取引なしの単独で削減を行っ

た場合，表５が示すように，削減を行わない国

は炭素排出量を増加させており，炭素リーケー

ジが発生していることが伺える。興味深いの

は，旧ソ連で５．３７％と大きく増加していること

である。旧ソ連の場合，京都議定書に基づく排

出枠が基準ケースの二酸化炭素排出量よりも十

分に大きい，すなわちホットエアが存在するの

で，排出量を増加させる。旧ソ連がほかの批准

国に対して，エネルギー（あるいは炭素）集約

度の高い財を生産する相対的な優位を持つの

で，生産を増加させて炭素排出量を増やしてし

まうことになる。但し，炭素排出量の増加を数

量ベースで比較すれば（表６），米国は４７百万

炭素トンとなり炭素排出の増加が最大の国とな

る。

しかし，排出権取引を行うことで，日本，カ

ナダ・ニュージーランド，拡大 EUは削減量を

大幅に減らすことができる。なお，非削減国に

おける炭素排出量増加の中で，米国が最も大き

く９百万炭素トン増加し，中国が４百万炭素ト

ン増加する。ところで，旧ソ連は基準ケースよ

りさらに削減を行い，排出権として売却する。

すなわち，旧ソ連の場合は排出権を売却するこ

とで生産量を減らしても利益を得ることができ

ることを意味する。排出権取引を行うことで削

減国の二酸化炭素削減目標は緩和される。その

結果，炭素リーケージも小さくなる。

３－３ 炭素リーケージ

炭素リーケージは，削減国の炭素総排出量減

に対する非削減国の炭素総排出量増の割合を示

したものである１４。炭素リーケージの数値結果

は表７に示す。排出権取引なしの場合，炭素

１４ 例えば，炭素リーケージ５０％は，仮に削減国で１億
トン炭素を減らしたとするならば，非削減国で５千
万トン炭素が増加していることを意味する。n を非削
減国数，m を非削減国数，CARB 0 をベンチマークの
炭素排出量，CARB 1 をシナリオの炭素排出量とする
と，リーケージは以下，

炭素リーケージ（％）＝

#
n

CARB 1!n !CARB 0!n! "#
m

CARB 0!m !CARB 1!m! ""100

と表される。

図６ 限界削減費用の比較
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リーケージが高い国は米国１８．２％，中国

６．７％，東アジア６．５％，その他の地域１７．２％と

なる。それに対して，排出権取引ありの場合，

米国８．５％，中国３．６％，東アジア２．６％，その

他の地域１０．５％である。いずれのケースにおい

ても，米国への炭素リーケージは大きく，総

リーケージに占める米国のシェアは，排出権取

引なしでは３４．５％，排出権取引ありでは３１．５％

である。

なお，総リーケージは，排出権取引なしで

５２．７％，排出権取引ありで２７．０％である。した

がって，排出権取引を行うときの非削減国内の

炭素リーケージは，排出権取引なしの単独で削

減を行うケースの半分に減少する。炭素リー

ケージが軽減される理由として，批准国である

旧ソ連に相当量のホットエアが存在することが

あげられ，それを反映して，排出権取引を行う

と批准国の削減費用が大幅に緩和されるためで

ある。

炭素リーケージの結果によれば，炭素リー

ケージの低い排出権取引ありのケースにおいて

高い炭素総削減効果が期待されるが，表８によ

れば，炭素の総削減量は排出権取引なしでは１２０

百万炭素トン，排出権取引ありでは７５百万炭素

トンとなる。これは，批准国間で排出権取引を

行うと，旧ソ連のホットエアを受けて批准国の

削減量が大きく減少することによる。

３－４ 各国の産業構造の変化

本節では，京都議定書が各国に及ぼす影響を

各国の産業配置の構造変化について考察する。

なお，文中で示した数値は２０１０年度の値であ

る。

表５ 炭素排出量変化（基準ケースからの乖離：％），２０１０年

JPN CAZ EEU FSU CHN EAS IND AUS USA ROW

排出権取引なし －２４．１４ －２８．２０ －１３．２２ ５．３７ １．２６ ３．１９ １．４９ ４．３８ ２．４９ ３．４１
排出権取引あり －２．１８ －４．８４ －２．７８ －８．６４ ０．２７ ０．５２ ０．２６ ０．８０ ０．４８ ０．８５

表６ 炭素変化量（基準ケースからの乖離：百万炭素トン），２０１０年

JPN CAZ EEU FSU CHN EAS IND AUS USA ROW

排出権取引なし －８９ －４９ －１５３ ３５ １７ １７ ６ ５ ４７ ４４
排出権取引あり －８ －８ －３２ －５６ ４ ３ １ １ ９ １１

表７ 炭素リーケージ（％），２０１０年

CHN EAS IND AUS USA ROW 総計

排出権取引なし ６．７ ６．５ ２．２ １．９ １８．２ １７．２ ５２．７
排出権取引あり ３．６ ２．６ ０．９ ０．９ ８．５ １０．５ ２７．０

表８ 総削減量の比較 百万炭素トン

排出権取引なしのケース 排出権取引ありのケース
批准国内の削減量 総削減量 批准国内の削減量 総削減量

２０１０年 ２５６ １２０ １０４ ７５
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排出権取引を行わないケース

エネルギー産業には，化石燃料生産とエネル

ギー生産がある。二酸化炭素削減を行うと，削

減国ではエネルギー価格の上昇により需要量が

減少する。削減国では化石燃料の投入を減少さ

せるが，化石燃料の総需要は，基準ケースと比

較してやや減少するものの，殆ど変わらない。

これら化石燃料の需要の減少をうけて，各化石

燃料の生産量は減少する結果となる。石炭・原

油は全世界で生産量が減少する。天然ガスにつ

いては，中国，インドを除いた国で減少する。

中国，インドでは天然ガスの国内需要を補填す

るために国内生産を増やす。

エネルギー生産には，石油精製と電力の２産

業が含まれる。石油精製，電力ともに，旧ソ連

を除く批准国で生産量が減少し，そのほかの国

では生産量は増加する。

非エネルギー産業のうち，エネルギー集約産

業は鉄鋼業，化学，その他製造業である。鉄鋼

業，化学，その他製造業の生産量は，削減国で

ある日本，カナダ・ニュージーランド，拡大 EU

で減少する。具体的には，鉄鋼業の生産量は，

日本が－１３．０８％，カナダ・ニュージーランド

が－８．３０％，拡大 EUが－３．４８％と減少し，旧

ソ連は１１．５０％，東アジアは７．３８％，オースト

ラリアは７．１８％増加する。化学の生産量は，カ

ナダ・ニュージーランドが－１９．５６％，日本

が－１２．８６％，拡大 EUが－３．０１％と減少し，

東アジアは５．３９％，旧ソ連は４．５８％，オースト

ラリアは３．８５％増加する。その他製造業の生産

量は，カナダ・ニュージーランドが－６．９３％，

日本が－６．２７％，拡大 EUが－１．７３％と減少

し，オー ス ト ラ リ ア は２．０３％，旧 ソ 連 は

２．００％，東アジアは１．９４％増加する。これらの

エネルギー集約度の高い産業は，削減国におい

て生産コストが上昇し，競争力が低下する。こ

れにともない，炭素税のかからない非削減国へ

生産拠点が移転するので，削減国のエネルギー

集約産業は国際市場でのシェアを失う。

機械は，日本（－２．３２％），拡大 EU（－０．２８％）

に加えて東アジア（－０．３４％）でも生産量が落

ち，長期的には中国でも減少するが，これは，

機械が加工産業・水平分業であるために国際的

波及効果があるからである。

化石燃料消費の多い輸送業でも，削減国であ

る日本，カナダ・ニュージーランド，拡大 EU

で生産量を－８．１５％，－９．２１％，－４．６２％減少

させる。農業については，日本（－２．７６％），

カナダ・ニュージーランド（－１．８４％），拡大

EU（－０．９６％）は減少させる。中国では，長

期的には農業生産を減少させ，製造業のウエイ

トを増やしていることが分かる。サービス業で

は，日本（－０．７１％），中国（－０．２０％），東ア

ジア（－０．３８％），米国（－０．０４％），拡大 EU

（－０．１１％），旧ソ連（－０．２７％）で生産量が

減少する。中国，東アジア，米国，旧ソ連と

いった削減を行わない国々のサービス業の生産

量が減少するのは，サービス業から製造業への

労働移動による（本節末の表９を参照のこと）。

排出権取引を行うケース

排出権取引を行わないケースと同様に，エネ

ルギー産業では化石燃料需要の減少を受けて，

石炭・石油の生産量は全世界で減少し，天然ガ

スはインド（０．０２％の増加）を除いた全ての国

で減少する。インドでは天然ガスの国内需要を

補填するために国内生産を増やす。

エネルギー生産である石油精製と電力の生産

量は，批准国では減少し，そのほかの国では増

加する。

非エネルギー産業のうちエネルギー集約産業

では，削減国から非削減国への産業移転がみら

れる。鉄鋼，化学，その他製造業に関して，批

准国で生産量が減少し，削減を行わない国では

増加する。鉄鋼業は，生産量の減少率の高い国

から順に，旧ソ連－８．４９％，日本－０．７２％，カ

ナダ・ニュージーランド－０．６４％，拡大 EU－

０．４３％である。そして鉄鋼業は，東アジア，
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オーストラリア（ともに１．０１％），その他の地

域（０．９４％）に多く移転する。化学は，旧ソ連

（－２．９４％），カナダ・ニュージーランド（－

２．４９％），日本（－０．７６％），拡大 EU（－０．５４％）

で生産を減らし，東アジア（０．５４％），オース

トラリア（０．５１％），米国，その他の地域（と

もに０．３９％）に流れる。その他製造業は，旧ソ

連（－２．６３％），カナダ・ニュージーランド

（－０．７３％），日本（－０．３７％）が生産量を減

少させ，オーストラリア（０．３３％），その他の

地域（０．２６％），東アジア（０．２４％）に移る。

機械は，加工産業であるので，削減国である

日本（－０．１４％），拡大 EU（－０．１０％），旧ソ

連（－１．４８％）において生産量が減少するとと

もに，日本の機械生産量の落ち込みを受けて東

アジア（－０．０１％）でも生産量を減少させる。

排出権取引ありのケースにおいても，輸送業の

生産量は，削減を行う批准国で減少するが，そ

の減少率は排出権取引なしのケースよりも小さ

い。また，農業については，批准国及び中国で

生産が減少する。排出権取引なしのケースと同

様に，中国において農業の生産量が減少するの

は，中国の産業構造が農業から製造業に移行す

るからである。最後に，サービスの生産量は日

本，カナダ・ニュージーランド，オーストラリ

ア，拡大 EU，旧ソ連で減少する。削減を行わ

ないオーストラリアでサービスの生産量が減少

するのは，オーストラリア国内おけるサービス

表９ 生産量の変化率（基準ケースからの乖離：％），２０１０年
排出権取引なし

JPN CAZ EEU FSU CHN EAS IND AUS USA ROW

農業 －２．７６ －１．８４ －０．９６ ０．９４ ０．０１ ０．５２ ０．３１ ０．３２ ０．３５ ０．２８
鉄鋼 －１３．０８ －８．３０ －３．４８ １１．５０ ３．１１ ７．３８ ２．７２ ７．１８ ２．９９ ４．９２
化学 －１２．８６ －１９．５６ －３．０１ ４．５８ ２．１０ ５．３９ ２．１８ ３．８５ ３．２６ ２．５３
機械 －２．３２ ３．０９ －０．２８ ０．３９ ０．０１ －０．３４ ０．６６ １．０１ ０．２０ ０．５８

その他製造 －６．２７ －６．９３ －１．７３ ２．００ ０．８６ １．９４ １．４２ ２．０３ ０．９９ １．４０
輸送 －８．１５ －９．２１ －５．２４ ３．２６ １．３２ ２．９２ １．７４ ４．１０ ２．８５ ２．６２
サービス －０．７１ ０．１２ －０．１１ －０．２７ －０．２０ －０．３８ ０．４１ ０．２１ －０．０４ ０．２１

排出権取引あり

JPN CAZ EEU FSU CHN EAS IND AUS USA ROW

農業 －０．１３ －０．０２ －０．１０ －２．５９ －０．０４ ０．０３ ０．０５ ０．１６ ０．０７ ０．０６
鉄鋼 －０．７２ －０．６４ －０．４３ －８．４９ ０．５０ １．０１ ０．４０ １．０１ ０．４７ ０．９４
化学 －０．７６ －２．４９ －０．５４ －２．９４ ０．２７ ０．５４ ０．３０ ０．５１ ０．３９ ０．３９
機械 －０．１４ ０．５６ －０．１０ －１．４８ ０．０８ －０．０１ ０．０２ ０．１３ ０．０１ ０．０９

その他製造 －０．３７ －０．７３ －０．２５ －２．６３ ０．１１ ０．２４ ０．２１ ０．３３ ０．１５ ０．２６
輸送 －０．３６ －１．１０ －１．００ －１．９５ ０．２５ ０．４３ ０．２６ ０．７１ ０．４４ ０．４１
サービス －０．０９ －０．２３ －０．０１ －０．１４ ０．０８ ０．０７ ０．０１ －０．０２ ０．００ ０．０３

表１０ GDPの変化率（基準ケースからの乖離：％），２０１０年

JPN CAZ EEU FSU CHN EAS IND AUS USA ROW

排出権取引なし －３．９７ －４．３２ －１．５０ ０．５２ ０．０６ ０．３９ ０．６０ ０．６４ ０．２６ ０．６７
排出権取引あり －０．２８ －０．６５ －０．２４ －２．０６ ０．０７ ０．１２ ０．０７ ０．０６ ０．０５ ０．１２
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業から製造業への労働移動による。

排出権取引を行うケースでは，削減国が排出

権取引を行うことで削減負担を緩和させること

ができるため，生産量の減少と生産拠点の移転

が縮小できることが明らかとなった。

３－５ 実質GDP

京都議定書が各国のマクロ経済に与える影響

について GDPより考察する。削減国が単独で

削減を行う場合，基準ケースと比較した GDP

の変化率は，削減国（日本，カナダ・ニュー

ジーランド，拡大 EU）でマイナス，非削減国

はプラスである。影響の大きさは，カナダ・

ニュージーランドの GDPは４．３２％，日本の

GDPは３．９７％，拡大 EUの GDPは１．５０％と低

下する。限界削減費用が高い日本でマクロ経済

的な影響が大きく出ない理由のひとつとして

は，日本が国内で化石燃料の生産を行っておら

ず，化石燃料の削減の直接的影響が小さいため

である。それに対して，化石燃料生産・輸出国

であるカナダの GDPの減少率は大きい。

排出権取引を行う場合，削減国の GDPは減

少し，非削減国の GDPは増加する。旧ソ連の

GDPは２．０６％，カナダ・ニュージーランドの

GDPは０．６５％，日本の GDPは０．２８％，拡大 EU

の GDPは０．２４％とそれぞれ低下する。旧ソ連

を除いた削減国の GDP変化率は排出権取引な

しのケースの時より改善する。特に，限界削減

費用が低くなった日本の GDPが改善される。

旧ソ連は GDPを低下させるが，排出権に価格

がつくことで化石燃料の機会費用が高まり，生

産・消費に影響が出るためである。

３－６ 米国・オーストラリアが削減に参加

米国は２００１年３月に京都議定書からの離脱を

明らかにした。また，オーストラリアも温暖化

防止のために二酸化炭素排出削減を義務づけた

京都議定書の批准を拒否している。そこで，本

論文では米国とオーストラリアを非削減国とし

て扱い炭素リーケージを試算したところ，炭素

リーケージは排出権取引なしのケースが

５２．７％，排出権取引ありのケースが２７．０％とな

り，いずれのケースも先行研究と比較して大き

くなる。３－３節においていずれのケースにお

いても米国への炭素リーケージが大きいことが

示されたが，このことが本論文の炭素リーケー

ジが高くなった原因である可能性がある。そこ

で，米国およびオーストラリアも削減を行う先

行研究と同様のシナリオを計算する。両国の排

出枠は表１１に示される。

米国とオーストラリアが削減に参加する場合

について計算すると，排出権取引なしでは総

リーケージは１９．４％となる。両国が削減に参加

することで炭素リーケージは５２．７％から１９．４％

に大幅に減少する。これより，本論文の試算す

る炭素リーケージが先行研究より大きいのは，

削減国に米国が含まれないことが原因であると

いえる。なお，米国とオーストラリアが参加し

各国が単独で削減を行う場合の炭素リーケージ

は１９．４％であるが，これは，Bollen et al.（１９９９）

やManne A. et al.（１９９８）の試算結果２０％とほ

ぼ同じである。

米国とオーストラリアが削減に参加し排出権

取引で削減費用を低下させる場合，炭素リー

ケージは，２０１０年で１５．８％となる。参加しない

場合は２７．０％であることから，米国とオースト

ラリアが削減することにより炭素リーケージは

減少することが確かめられる。先行研究１５にお

いて排出権取引ありの場合の炭素リーケージは

２－２０％であり，本論文の試算する炭素リー

ケージはその範囲にある。

１５ Bollen et al. (1999), manne A. et. al. (1998), Babiker and
Jacoby (1999), McKibbin et. el. (1999), Gree OECD (1999)
参照のこと。

表１１ 米国・オーストラリアの排出枠（１９９５年基準）

米国 基準年の９８．１％ （１．９％削減）

オーストラリア 基準年の１００．２％（－０．２％削減）
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４．結論・まとめ

本論文の目的は，京都議定書の遵守が世界経

済に与える影響を，国際的な産業構造の変化と

炭素リーケージの観点より検証することにあ

る。特に，米国とオーストラリアが削減しない

状況での影響に重点を置いて分析している。分

析では，削減国が単独で削減を行う場合，削減

国間で排出権取引を行い限界削減費用を均等化

する場合の２つのケースについて分析してい

る。

分析結果によれば，排出権取引なしの各国が

単独で削減するケースでは，日本，カナダ・

ニュージーランド，拡大 EUは二酸化炭素排出

量を削減するが，旧ソ連は削減することなく目

標を達成することができる。それに対して，削

減国が排出権取引をして限界費用を均等化する

場合，旧ソ連は二酸化炭素排出量を削減する。

その他に，本論文の諸分析・試算の結果，以

下の結論が得られる。

! 炭素リーケージは，

排出権取引なしのケースは５２．７％

排出権取引ありのケースは２７．０％

である。

" 限界削減費用は，

排出権取引なしのケースでは，

日本 ２１１ドル／炭素トン

カナダ・ニュージーランド １０８ドル

／炭素トン

拡大 EU ６９ドル／炭素トン

旧ソ連 ０ドル／炭素トン

排出権取引ありのケースでは，

１３ドル／炭素トン

である。排出権取引を行うことにより批

准国の削減費用負担を緩和できる。

# 炭素リーケージとホットエアにより世界

全体の炭素削減総量は減少する。

$ 各国が京都議定書を遵守すれば，国際的

な産業構造変化が起こる。

産業構造の変化と炭素リーケージの大きさ

は，排出量制約はもとより排出量削減に参加す

る国に大きく依存している。本分析では，米国

におけるリーケージの大きさが大きいことが明

らかされたが，将来的には米国を含めた削減シ

ナリオが望ましい。また，成長の著しい中国や

東アジアを京都議定書に組み入れていくことも

必要であろう。

（大阪大学大学院経済学研究科博士後期課程）

（大阪大学大学院経済学研究科教授）
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International Industry Spillover and Carbon Leakage under the Kyoto Protocol

Hanae Tamechika and Kanemi Ban

The Kyoto Protocol sets carbon emission targets for 2008−2012 for the Annex B countries. If such

unilateral action by one set of countries is to be taken, the associated competitive effects may lead to a

significant relocation of the Annex B countries’ industries, which can induce “carbon leakage” as a

result. This paper explores these issues using a dynamic Computable General Equilibrium model of

the world economy. In particular, we address the influence of the United States’ and Australian

withdrawals. In order to analyse the effects of different carbon abatement regimes, the following three

scenarios are set up: a reference case, no carbon permit trading, and carbon permit trading among the

Annex B countries other than the United States and Australia. The results suggest that a maximum of

20% of energy−intensive production may relocate away from the emissions−capped countries, with a

leakage rate as high as 53%, where countries apply domestic carbon taxes. The trading scenario turns

out to sift up to 8% of energy−intensive production from abating countries towards non−abating

countries, generating roughly a 27% leakage rate. Permit trading considerably reduces the magnitude

of relocation and leakage under the Kyoto Protocol to non−abating countries as compared to the no

trading case. These leakages are higher than those in the literature. This is because we take into

account the non−compliance of the United States. Moreover, the values of relocation and leakage to

the United States are quite significant.
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